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基
礎
控
除
額
の
引
き
上
げ

所
得
税
の
基
礎
控
除
額
が
、
原
則
10
万
円

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

令
和
７
年
分
確
定
申
告
や
年
末
調
整
か
ら
、

合
計
所
得
金
額
が
２
３
５
０
万
円
以
下
の
場
合
、

基
礎
控
除
額
が
58
万
円
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
令
和
７
･
８
年
分
は
合
計
所

得
金
額
が
6
5
5
万
円
以
下
、
令
和
９
年
分

は
1
3
2
万
円
以
下
の
場
合
、
加
算
額
が
あ

り
ま
す
（
左
表
参
照
）。

※
特
定
支
出
控
除
や
所
得
金
額
調
整
控
除
の

適
用
が
あ
る
場
合
は
、
表
の
記
載
と
は
異

な
り
ま
す
。

市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
の
基
礎

控
除
は
変
更
さ
れ
ま
せ
ん
。

給
与
所
得
の
計
算

給
与
所
得
控
除
の
最
低
保
障
額
が
、
10
万

円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

給
与
収
入
金
額
が
１
９
０
万
円
以
下
の
場

合
、
給
与
所
得
控
除
は
65
万
円
に
な
り
ま
す
。

給
与
の
収
入
金
額

が
１
９
０
万
円
を

超
え
る
場
合
、
給

与
所
得
控
除
額
に

変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
。こ

れ
に
伴
い
、

令
和
７
年
分
以
降

の
給
与
所
得
の
計

算
方
法
が
、
下
の

表
の
と
お
り
変
更

さ
れ
ま
す
。

扶
養
控
除
等
の
所
得
要
件

扶
養
控
除
等
の
対
象
と
な
る
所
得
要
件
が
、

10
万
円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

合
計
所
得
金
額
が
58
万
円
（
給
与
収
入
の

み
の
場
合
１
２
３
万
円
）
以
下
の
親
族
ま
で

扶
養
控
除
等
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

令
和
８
年
度
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
（
令
和
７
年
分
確
定
申
告
や
年
末
調
整
）
か
ら

適
用
さ
れ
る
、
主
な
税
制
改
正
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ
　
市
民
税
課
（
市
役
所
3
階
）

☎（
55
）2
7
3
4 

（
53
）0
9
7
4

Esim
inzei@

div.city.fuji.
shizuoka.jp

合計所得金額
基礎控除額

令和７・
８年分

令和９年
分以降

132万円以下 95万円 95万円
132万円超
336万円以下 88万円

58万円

336万円超
489万円以下 68万円

489万円超
655万円以下 63万円

655万円超
2,350万円以下 58万円

特
定
親
族
特
別
控
除
の
創
設

合
計
所
得
金
額
に
応
じ
て
、
段
階
的
に
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

控
除
額
は
特★

定
親
族
の
合
計
所
得
金
額
を

確
認
の
上
、
下
表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
と
市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境

税
で
、
適
用
で
き
る
控
除
額
が
異
な
り
ま
す
。

そ
の
他
の
改
正
事
項

•
家
内
労
働
者
等
の
事
業
所
得
等
の
所
得
計

算
の
特
例
が
、
55
万
円
か
ら
65
万
円
に
変

更
さ
れ
ま
す
。

•
ひ
と
り
親
で
、
生
計
を
同
じ
に
す
る
子
の

総
所
得
金
額
等
が
58
万
円
以
下（
改
正
前：

48
万
円
以
下
）
の
場
合
、
ひ
と
り
親
控
除

を
適
用
で
き
ま
す
。

•
勤
労
学
生
の
合
計
所
得
金
額
が
85
万
円
以

下
（
改
正
前
：
75
万
円
以
下
）
の
場
合
、

勤
労
学
生
控
除
を
適
用
で
き
ま
す
。

特定親族の合計所得金額 控除額（所得税） 控除額（住民税）
58万円超　　85万円以下 63万円

45万円85万円超　　90万円以下 61万円
90万円超　　95万円以下 51万円
95万円超　　    　100万円以下 41万円 41万円
100万円超　　105万円以下 31万円 31万円
105万円超  　110万円以下 21万円 21万円
110万円超  　115万円以下 11万円 11万円
115万円超  　120万円以下 6万円 6万円
120万円超  　123万円以下 3万円 3万円

▲�詳しくは
こちら

★
特
定
親
族
…

居
住
者
と
生
計
を
同
じ
に
す
る
19
歳

以
上
23
歳
未
満
の
親
族
（
配
偶
者
、
青

色
事
業
専
従
者
及
び
白
色
事
業
専
従
者

を
除
く
）
で
、
合
計
所
得
金
額
が
58
万

円
超
か
ら
１
２
３
万
円
以
下
の
人
を
言

い
ま
す
。

税
制
改
正
の
お
知
ら
せ給与収入金額 給与所得金額

65万円以下 0円

65万円超
190万円以下

給与収入金額
−65万円

給与所得計算表（令和７年分〜）

特定親族特例控除

基礎控除
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基
礎
控
除
額
の
引
き
上
げ

所
得
税
の
基
礎
控
除
額
が
、
原
則
10
万
円

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

令
和
７
年
分
確
定
申
告
や
年
末
調
整
か
ら
、

合
計
所
得
金
額
が
２
３
５
０
万
円
以
下
の
場
合
、

基
礎
控
除
額
が
58
万
円
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

合
計
所
得
額
が
２
３
５
０
万
円
を
超
え
る

場
合
、
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
令
和
７
･
８
年
分
は
合
計
所

得
金
額
が
6
5
5
万
円
以
下
、
令
和
９
年
分

は
1
3
2
万
円
以
下
の
場
合
、
加
算
額
が
あ

り
ま
す
。
加
算
後
の
基
礎
控
除
額
は
左
表
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
の
基
礎

控
除
は
変
更
さ
れ
ま
せ
ん
。

な
お
、
特
定
支
出
控
除
や
所
得
金
額
調
整

控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
は
、
表
の
記
載
と

は
異
な
り
ま
す
。

給
与
所
得
の
計
算

給
与
所
得
控
除
の
最
低
保
障
額
が
10
万
円

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

給
与
収
入
金
額
が
１
９
０
万
円
以
下
の
場

合
、
給
与
所
得
控
除
が
65
万
円
に
な
り
ま
す
。

給
与
の
収
入
金
額

が
１
９
０
万
円
を

超
え
る
場
合
、
給

与
所
得
控
除
額
に

変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
。こ

れ
に
伴
い
、

令
和
７
年
分
以
降

の
給
与
所
得
の
計

算
方
法
が
次
の
表

の
と
お
り
変
更
さ

れ
ま
す
。

扶
養
控
除
等
の
所
得
要
件

扶
養
控
除
等
の
対
象
と
な
る
所
得
要
件
が

10
万
円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

合
計
所
得
金
額
が
58
万
円
（
給
与
収
入
の

み
の
場
合
１
２
３
万
円
）
以
下
の
親
族
ま
で

扶
養
控
除
な
ど
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

税
制
改
正
な
ど
の
お
知
ら
せ

令
和
８
年
度
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
（
令
和
７
年
分
確
定
申
告
や
年
末
調
整
）
か
ら

適
用
さ
れ
る
、
主
な
税
制
改
正
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ
　
市
民
税
課
（
市
役
所
3
階
）

☎（
55
）2
7
3
4 

（
53
）0
9
7
4

Esim
inzei@

div.city.fuji.
shizuoka.jp

合計所得金額
基礎控除額

令和７・８
年分

令和９年
分以降

132万円以下 95万円 95万円
132万円超
336万円以下 88万円

58万円

336万円超
489万円以下 68万円

489万円超
655万円以下 63万円

655万円超
2,350万円以下 58万円

特
定
親
族
特
別
控
除
の
創
設

特
定
親
族
特
別
控
除
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

合
計
所
得
金
額
に
応
じ
て
、
段
階
的
に
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

控
除
額
は
特※

定
親
族
の
合
計
所
得
金
額
を

確
認
の
上
、
下
表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
所
得
税
と
市
民
税
・
県
民
税
・
森

林
環
境
税
で
、
適
用
で
き
る
控
除
額
が
異
な

り
ま
す
。

そ
の
他
の
改
正
事
項

◆
家
内
労
働
者
等
の
事
業
所
得
等
の
所
得
計

算
の
特
例

55
万
円
か
ら
65
万
円
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

◆
ひ
と
り
親
控
除
の
適
用
対
象

ひ
と
り
親
で
、
生
計
を
一
に
す
る
子
の
合

計
所
得
金
額
が
、
48
万
円
以
下
か
ら
58
万
円

以
下
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

特定親族の合計所得金額 控除額（所得税） 控除額（住民税）
58万円超　　85万円以下 63万円

45万円85万円超　　90万円以下 61万円
90万円超　　95万円以下 51万円
95万円超　　100万円以下 41万円 41万円
100万円超　105万円以下 31万円 31万円
105万円超　110万円以下 21万円 21万円
110万円超　115万円以下 11万円 11万円
115万円超　120万円以下 6万円 6万円
120万円超　123万円以下 3万円 3万円

▲�詳しくは
こちら

※
特
定
親
族
･
･
･

居
住
者
と
生
計
を
一
に
す
る
19
歳
以

上
23
歳
未
満
の
親
族
（
配
偶
者
、
青
色

事
業
専
従
者
と
し
て
給
与
の
支
払
い
を

受
け
る
人
及
び
白
色
事
業
専
従
者
を
除

く
）
で
、
合
計
所
得
金
額
が
58
万
円
超
か

ら
１
２
３
万
円
ま
で
の
人
を
言
い
ま
す
。

給与収入金額 給与所得金額

65万円以下 0円

65万円超
190万円以下

給与収入金額
  −65万円

給与所得計算表（令和７年分〜）

特定親族特例控除　令和７年分所得税・Ｒ令和８年度住民税

基礎控除・基礎控除の特例

◆
勤
労
学
生
控
除
の
適
用
対
象

勤
労
学
生
の
合
計
所
得
金
額
が
、
75
万
円

以
下
か
ら
85
万
円
以
下
に
変
更
さ
れ
ま
す
。


